
那覇市屋外広告物条例

数料が必要です。
中核市移行に伴う沖縄県からの権限移譲により

平成 25 年 4 月 1 日より

那覇市屋外広告物条例が施行されます。

　広告物を表示してはいけない地域（禁止地域）や、表示してはいけない物件

（禁止物件）があります。

　また、表示してもよい地域（許可地域）についても、表示できる大きさ等が

決まっていますので、詳しくは都市計画課都市デザイン室までご相談ください。

　美しい景観を守り、公衆に対する危害を防止するた

め、広告主は屋外広告物を表示するにあたり、事前に

市の許可を受けなければなりません。

　また、許可を受けた広告物の表示内容等の変更、許

可期間満了後に継続して表示する際にも、市の許可が

必要です。

　屋外広告物の許可を受ける際には、下表のとおり手数料を納付しなければ

なりません。

屋外広告物を表示しようとするとき

許可を受けた屋外広告物を変更しようとするとき

  質な条例違反に対しては、罰則や氏名の公表などの

　措置がとられる場合がありますので、ご注意ください。

屋

屋上広告

壁面広告

突
出
広
告

例
え

ば ポストや街路樹、信号機等には広告物

を表示してはいけません。（禁止物件）

ル

外広告物を表示するときは那覇市の許可が

必要です。

種 類 単 位 金 額 
はり紙 1 枚 5 円 

広告幕 1 枚 540 円 

広告旗 1 本 210 円 

立看板 1 個 210 円 

気球広告 1 個 1,240 円 

広
告
板
（
は
り
札
及
び
ア
ー
チ
を
含
む
。） 

広
告
塔
、
そ
の
他
の
広
告
物
等 

 

0.5 ㎡未満 1 枚、1 個又は

1 基 

140 円 

0.5 ㎡以上  1.0 ㎡未満 240 円 

1.0 ㎡以上  2.0 ㎡未満 460 円 

2.0 ㎡以上  5.0 ㎡未満 830 円 

5.0 ㎡以上 10.0 ㎡未満 1,560 円 

10.0 ㎡以上 20.0 ㎡未満 3,000 円 

20.0 ㎡以上 30.0 ㎡未満 5,290 円 

30.0 ㎡以上 40.0 ㎡未満 7,580 円 

40.0 ㎡以上 50.0 ㎡未満 10,820円

 50.0 ㎡以上 ※ 
電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用

する広告 

1 枚又は 1基 240 円 

 

ールがあります。

手

悪
壁面面積の１/３

かつ50㎡以下はOK!
壁面面積の１/４

かつ30㎡以下はOK!

【商業系地域】
【住居系地域】

【工業系地域】

注意：広告板(はり札及びア－チを含む。)、広告塔及びその他の広告物等で、

　　 照明を伴うものについては、この表の金額の欄に定める額に 10 割を

　　 加算した額とする。

※50.0 ㎡を 10,820 円とし、50.0 ㎡を 1.0 ㎡増すごとに 330 円加算した額



なぜルールがあるの？

　屋外広告物の乱立や大型化を防ぎ、

良好なまち並みの景観や自然景観を守

るためです。また、屋外広告物によっ

て通行者、運転者の見通しを妨げたり、

強風等で倒れることがないようにし、

住民や通行者に与える危害を未然に防

止するためです。

屋外広告物 Q&A どんなルールがあるの？

　屋外広告物を表示できる大きさや、１つの建物につき表示できる個

数から、表示できる色彩の範囲等までさまざまなルール（基準）があ

ります。これらの基準は、地域によっても違いますので、詳細につい

ては那覇市都市計画課のＨＰでご確認ください。

どこに届出をしたらいいの？

　屋外広告物を表示する場合は、那覇市 都市計画課 都市デザイン室

へ届出を行ってください。また、屋外広告物の大きさや設置する場所

によっては、他の関係法令への届出が必要になる場合があるので、こ

ちらも併せてご確認ください。詳細については、都市計画課 都市デ

ザイン室までご相談ください。

屋外広告物とはどのようなものですか？

A

＜屋外広告物に該当するものの例＞

・電柱や塀に貼付けられたビラやチラシ

・自動車の車体広告

・ビルの壁面に表示された絵画や写真

・電光掲示板　・自動販売機　など 商業地域では

同一内容の表示は

２個まで OK!

那覇市 都市計画課 都市デザイン室

表示できる地域、広告物の大きさ、色彩など

良好な景観のため、安全のため

常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示される

もの

＜屋外広告物に該当しないものの例＞

・ビルの窓ガラスの内側から外側に向け

  て表示された広告物

・駅等の改札口の内側の人に対して表示

  された広告物　など

【お問合わせ先】那覇市 都市計画課 都市デザイン室　TEL:098-951-3246

http://www.city.naha.okinawa.jp/kakuka/tokei/
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大きさのルール 色彩のルール

派手でけばけばしい

色は好ましくない。

A

Q

Q

Q
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A

害を未然に防

どこに届出

　屋外広告物を表

へ届出を行って

によっては、他の

ちらも併せてご確

ザイン室までご相

那覇市 都市

【お問合わせ先】那覇市

Q

A

建物と一体感を意識し、色彩に配慮した

広告物の事例

周辺の緑との調和に配慮し、木材を使用

している広告物の事例

個数のルール

商業地域では

表示面積 50 ㎡かつ

壁面面積の１/４

まで OK!

△△不動産
200ｍ先

○○商店
この先

□□ショップ
50ｍ先

スーパー○○
□□
食堂

？
？

？
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